
　

『DPC（診断群分類包括評価方式）』とは？

　入院される患者様の病名や症状などをもとに、診療内容に応じた1日あたりの定額の

医療費を基本として、入院全体の医療費の計算を行う方式（包括払い方式）です。

※　病名や診療内容によって『ＤＰＣ』計算の対象外となる場合があります。
　　また、次の場合は出来高払いとなります。
　　（自費診療、正常分娩、労災保険、自賠責保険適用などの方）

※　原則として、当院入院中に他院への受診はできません。

　なお、ご不明な点がございましたら、お気軽に、２階インフォメーションまで
お尋ね下さい。

病 院 長

当院では、入院診療費が１日当たりの定額の医療費を 
 
基本とした計算方法（ＤＰＣ）となっています。 

出来高払い方式 ＤＰＣ（包括診療＋出来高診療） 

 注射の量、レントゲンや検査などの回数に
かかわらず１日当たりの定額となります。 

 ＤＰＣになっても手術、リハビリ及び一部

の検査・処置は「出来高方式」で計算しま

す。 

 注射、レントゲン、手術、リハビリなど、全
ての治療行為の行った回数又は使用した
量に応じて計算しています。 
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